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東
日
本
大
震
災
に
端
を
発
す
る
東
京
電
力

福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
り
、
東
京
電
力
・

東
北
電
力
管
内
の
電
力
需
給
が
逼
迫
し
、
今

夏
は
節
電
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
政
府
は
五

月
、
電
力
需
要
の
一
律
削
減
と
い
う
目
標
を

設
定
。
契
約
電
力
が
五
〇
〇
Ｋ
Ｗ
以
上
の
大

口
需
要
家
に
対
し
て
、
電
気
事
業
法
第
二
七

条
に
基
づ
く
電
力
使
用
制
限
を
三
七
年
ぶ
り

に
発
動
し
た
。
そ
の
影
響
は
、
企
業
の
事
業

活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
労
働
者
の
就
業
生
活

に
も
波
及
し
た
。

　
「
節
電
の
夏
」
を
、
企
業
労
使
は
ど
う
乗

り
切
っ
た
の
か
。
当
機
構
調
査
・
解
析
部
は

一
一
月
一
日
～
二
二
日
に
か
け
、
企
業
モ
ニ

タ
ー
八
六
社
に
調
査
を
実
施
し
た
。
節
電
へ

の
対
応
状
況
と
今
冬
の
見
通
し
に
つ
い
て
、

五
三
社
（
う
ち
製
造
業
四
七
・
二
％
）
の
回

答
（
有
効
回
答
率
六
一
・
六
％
）
を
集
約
し

た
結
果
を
紹
介
す
る
。

電
力
の
削
減
目
標
／「
設
け
た
」

が
九
割

　

回
答
企
業
に
お
け
る
電
力
の
契
約
状
況

（
複
数
回
答
）
は
、「
昨
夏
の
同
期
間
に
お
け

る
使
用
最
大
電
力
か
ら
一
五
％
カ
ッ
ト
」
と

い
う
、
政
府
に
よ
る
電
力
使
用
制
限
の
対
象

と
な
っ
た「
大
口
契
約（
五
〇
〇
Ｋ
Ｗ
以
上
）

あ
り
」
が
七
九
・
二
％
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
の

ほ
か
、「
大
口
契
約
が
あ
る
が
規
制
緩
和
・
除

外
指
定
あ
り
」
が
一
一
・
三
％
、「
小
口
契
約

あ
り
」
が
二
六
・
四
％
、「
こ
れ
ら
以
外
が
あ

る
」
が
七
・
五
％
だ
っ
た
。

　

そ
の
う
え
で
今
夏
、
電
力
の
削
減
目
標
を

設
定
し
た
か
尋
ね
る
と
、
九
割
超
（
九
〇
・

六
％
）
の
企
業
が
「
設
け
た
」
と
回
答
。「
設

け
て
い
な
い
」企
業
は
九
・
四
％
に
と
ど
ま
っ

た
。

　

電
力
の
削
減
目
標
を
「
設
け
た
」
場
合
の

具
体
的
な
内
容
は
、「
一
律
に
一
五
％
以
上
二

五
％
未
満
の
目
標
」が
約
半
数（
四
七
・
九
％
）

で
も
っ
と
も
多
か
っ
た
。
次
い
で
、「
事
業
所

毎
に
目
標
を
定
め
た
」
が
約
三
割
（
二
七
・

一
％
）
で
、
こ
の
ほ
か
「
一
律
に
二
五
％
以

上
の
目
標
」
が
一
四
・
六
％
、「
一
律
に
〇
％

超
一
五
％
未
満
の
目
標
」
が
四
・
二
％
―
―

な
ど
と
な
っ
た
。

す
べ
て
の
企
業
が
何
ら
か
の 

節
電
対
策
を
実
施

　

今
夏
の
節
電
対
策
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て

の
企
業
が
「
講
じ
た
」
と
回
答
し
た
。
具
体

的
な
内
容
と
し
て
は
、「
照
明
、
事
務
機
器
等

の
調
整
に
よ
る
節
電
対
策
」
と
「
空
調
・
温

度
管
理
に
よ
る
節
電
対
策
」が
同
率
の
九
八
・

一
％
、「
共
用
設
備
（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
）
部

分
に
お
け
る
節
電
対
策
」
が
九
〇
・
六
％
と
、

設
備
・
環
境
系
の
節
電
対
策
が
九
割
に
の

ぼ
っ
た
。

　

次
い
で
多
か
っ
た
の
は
、「
節
電
全
般
に
係

る
方
針
策
定
、
従
業
員
の
意
識
啓
発
等
に
よ

る
対
策
」（
八
一
・
一
％
）
や
「
勤
務
・
管
理

体
制
等
に
関
連
す
る
節
電
対
策
」（
七
七
・

四
％
）
で
各
約
八
割
。
多
く
の
企
業
で
節
電

対
策
が
、
従
業
員
の
意
識
面
へ
の
働
き
掛
け

や
、
勤
務
・
管
理
体
制
等
に
ま
で
及
ん
だ
こ

と
が
分
か
る
。

　

こ
の
ほ
か
、「
生
産
設
備
の
効
率
向
上
等
に

よ
る
節
電
対
策
」（
三
五
・
八
％
）
や
「
社
内

外
の
イ
ベ
ン
ト
・
会
議
等
開
催
の
自
粛
に
よ

る
節
電
対
策
」（
三
〇
・
二
％
）
も
三
割
を
超

え
、「
外
注
化
の
推
進
等
に
よ
る
節
電
対
策
」

が
一
・
九
％
。「
そ
の
他
」（
一
五
・
一
％
）

の
具
体
的
な
対
応
策
で
は
、「
自
家
発
電
機
の

導
入
」（
水
産
、
電
線
、
重
機
、
化
学
）
な
ど

の
記
述
が
あ
っ
た
。

労
働
条
件
等
見
直
し
／「
実
施
」

が
八
割
超

　

今
夏
の
節
電
対
策
の
一
環
と
し
て
、
労
働

条
件
等
働
き
方
の
見
直
し
を
実
施
し
た
か
尋

ね
る
と
、
労
働
条
件
等
働
き
方
の
見
直
し
を

「
実
施
し
た
」
が
八
一
・
一
％
に
の
ぼ
り
、

八
割
超
の
企
業
で
働
き
方
を
見
直
し
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
以
下
、「
検
討
も
実
施

も
し
な
か
っ
た
」
が
一
七
・
〇
％
、「
検
討
し

た
が
実
施
し
な
か
っ
た
」が
一
・
九
％
と
な
っ

て
い
る
（
図
１
）。

　

労
働
条
件
等
働
き
方
の
見
直
し
に
よ
る
節

電
対
策
を
「
実
施
し
た
」
場
合
の
具
体
的
な

内
容
（
複
数
回
答
、
図
２
）
と
し
て
は
、「
本

社
組
織
」
で
は
「
温
度
、
湿
度
、
照
度
な
ど

職
場
の
環
境
設
定
の
変
更
」（
八
六
・
〇
％
）

を
は
じ
め
、
就
業
規
則
の
変
更
手
続
き
等
を

必
要
と
し
な
い
「
所
定
外
労
働
時
間
の
削
減

（
ノ
ー
残
業
デ
ー
の
拡
大
等
）」
が
半
数
近

く
（
四
六
・
五
％
）
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
の
ほ

実施した,
81.1

検討したが

実施しな

かった, 1.9

検討も実施

もしなかった,
17.0

節電が及ぼした影響と課題
第 31 回ビジネス・レーバー・モニター調査結果

約半数で今後の働き方に寄与と回答

――企業 53社の回答を集計――

図１　�夏の節電対策の一環としての労働条
件等働き方の見直し状況
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か
、「
就
業
日
の
変
更
（
輪
番
休
業
等
で
本
来

の
所
定
労
働
日
を
平
日
か
ら
休
日
へ
移
行

等
）」
が
約
三
割
（
二
七
・
九
％
）、「
夏
期
休

暇
の
一
斉
取
得
（
計
画
年
休
制
度
の
活
用

等
）」
が
約
二
割
（
二
〇
・
九
％
）
な
ど
と
な
っ

た
。

　
「
工
場
・
倉
庫
部
門
」
で
は
、「
温
度
、
湿
度
、

照
度
な
ど
職
場
の
環
境
設
定
の
変
更
」（
五

一
・
二
％
）
や
「
就
業
日
の
変
更
（
輪
番
休

業
等
で
本
来
の
所
定
労
働
日
を
平
日
か
ら
休

日
へ
移
行
等
）」（
四
六
・
五
％
）
が
約
半
数
。

こ
れ
に
、「
夜
間
・
深
夜
労
働
へ
の
シ
フ
ト
」

（
一
八
・
六
％
）
や
「
所
定
外
労
働
時
間
の

削
減
（
ノ
ー
残
業
デ
ー
の
拡
大
等
）」（
一
四
・

〇
％
）
等
が
続
く
。

　
「
営
業
・
販
売
部
門
」
は
、
本
社
と
工
場

の
中
間
的
な
内
容
で
、
工
場
・
倉
庫
部
門
と

同
様
、「
温
度
、
湿
度
、
照
度
な
ど
職
場
の
環

境
設
定
の
変
更
」（
六
〇
・
五
％
）
に
次
い
で
、

「
就
業
日
の
変
更
（
輪
番
休
業
等
で
本
来
の

所
定
労
働
日
を
平
日
か
ら
休
日
へ
移
行

等
）」（
三
七
・
二
％
）
が
多
か
っ
た
も
の
の
、

本
社
組
織
と
同
様
に
、「
所
定
外
労
働
時
間
の

削
減
（
ノ
ー
残
業
デ
ー
の
拡
大
等
）」（
二
五
・

六
％
）
も
四
分
の
一
以
上
あ
っ
た
。

労
働
条
件
等
見
直
し
で
半
数
が

「
課
題
あ
っ
た
」

　

労
働
条
件
等
働
き
方
の
見
直
し
に
よ
る
節

電
対
策
を
「
実
施
し
た
」（
八
一
・
一
％
）
際

の
課
題
に
つ
い
て
は
、約
半
数（
五
〇
・
九
％
）

の
企
業
が
「
あ
っ
た
」
と
回
答
し
た
（
図
３
）。

　

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
課
題
に
直
面
し
た

か
（
複
数
回
答
）
に
つ
い
て
は
、「
従
業
員
の

理
解
や
納
得
性
」（
一
〇
〇
％
）
を
す
べ
て
の

企
業
が
挙
げ
た
。
ま
た
、「
勤
務
パ
タ
ー
ン
の

変
更
・
多
様
化
に
伴
う
人
事
管
理
の
煩
雑
化

（
出
退
勤
管
理
や
給
与
シ
ス
テ
ム
の
変
更

等
）」（
五
五
・
六
％
）
や
「
業
務
へ
の
支
障

や
取
引
先
・
顧
客
等
の
理
解
」（
五
一
・
九
％
）、

「
職
場
環
境
の
変
化
に
伴
う
健
康
管
理
や
安

全
衛
生
基
準
の
充
足
」（
四
八
・
一
％
）
も
約

半
数
が
指
摘
し
て
お
り
、
以
下
、「
育
児
・
介

護
等
家
族
的
責
任
を
持
つ
従
業
員
に
対
す
る

労
働
時
間
設
定
等
の
配
慮
（
特
別
休
暇
の
付

与
、
特
別
な
勤
務
時
間
の
設
定
等
）」（
三
七
・

〇
％
）、「
割
増
賃
金
の
支
払
い
等
人
件
コ
ス

ト
の
増
加
」
及
び
「
労
使
協
定
や
就
業
規
則

の
変
更
等
の
手
続
き
」（
同
率
の
三
三
・
三
％
）

―
―
な
ど
が
続
い
て
い
る
。

　

労
働
条
件
等
働
き
方
の
見
直
し
内
容
と
の

関
連
で
み
る
と
、「
就
業
日
の
変
更
（
輪
番
休

業
等
で
本
来
の
所
定
労
働
日
を
平
日
か
ら
休

日
へ
移
行
等
）」
が
他
の
い
ず
れ
の
措
置
よ

り
多
く
の
課
題
を
生
ん
だ
よ
う
だ
。
も
っ
と

も
多
か
っ
た
の
は
、「
従
業
員
の
理
解
や
納
得

性
」で
三
七
・
〇
％
。
次
い
で
、「
勤
務
パ
タ
ー

ン
の
変
更
・
多
様
化
に
伴
う
人
事
管
理
の
煩
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図２　�夏の節電対策の一環として労働条件等働き方の見直し
を「実施した」場合の具体的な内容（複数回答） 今冬の見通し



Business Labor Trend 2012.1

特集―ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて

42

雑
化
（
出
退
勤
管
理
や
給
与
シ
ス
テ
ム
の
変

更
等
）」
が
二
九
・
六
％
、「
育
児
・
介
護
等

家
族
的
責
任
を
持
つ
従
業
員
に
対
す
る
労
働

時
間
設
定
等
の
配
慮
（
特
別
休
暇
の
付
与
、

特
別
な
勤
務
時
間
の
設
定
等
）」
が
二
五
・

九
％
、「
業
務
へ
の
支
障
や
取
引
先
・
顧
客
等

の
理
解
」
が
二
二
・
二
％
、「
職
場
環
境
の
変

化
に
伴
う
健
康
管
理
や
安
全
衛
生
基
準
の
充

足
」「
割
増
賃
金
の
支
払
い
等
人
件
コ
ス
ト
の

増
加
」
及
び
「
労
使
協
定
や
就
業
規
則
の
変

更
等
の
手
続
き
」
が
同
率
の
一
一
・
一
％
―

―
な
ど
の
順
で
多
か
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
他
で
多
く
の
課
題
を
生
じ
さ

せ
た
の
は
「
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ
・

繰
下
げ
（
サ
マ
ー
タ
イ
ム
制
含
む
）」
で
、「
従

業
員
の
理
解
や
納
得
性
」（
一
一
・
一
％
）、「
育

児
・
介
護
等
家
族
的
責
任
を
持
つ
従
業
員
に

対
す
る
労
働
時
間
設
定
等
の
配
慮
（
特
別
休

暇
の
付
与
、特
別
な
勤
務
時
間
の
設
定
等
）」

「
業
務
へ
の
支
障
や
取
引
先
・
顧
客
等
の
理

解
」「
職
場
環
境
の
変
化
に
伴
う
健
康
管
理
や

安
全
衛
生
基
準
の
充
足
」（
い
ず
れ
も
同
率
の

七
・
四
％
）
な
ど
。
さ
ら
に
、「
所
定
外
労
働

時
間
の
削
減（
ノ
ー
残
業
デ
ー
の
拡
大
等
）」

で
は
「
従
業
員
の
理
解
や
納
得
性
」（
一
四
・

八
％
）、「
業
務
へ
の
支
障
や
取
引
先
・
顧
客

等
の
理
解
」（
一
一
・
一
％
）
な
ど
、「
夜
間
・

深
夜
労
働
へ
の
シ
フ
ト
」
で
は
「
割
増
賃
金

の
支
払
い
等
人
件
コ
ス
ト
の
増
加
」（
一
一
・

一
％
）や「
従
業
員
の
理
解
や
納
得
性
」（
七
・

四
％
）
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

育
児
等
社
員
に
は
特
別
措
置
が

三
分
の
二

　

労
働
条
件
等
働
き
方
の
見
直
し
に
よ
る
節

電
対
策
を
「
実
施
し
た
」（
八
一
・
一
％
）
際

の
課
題
と
し
て
、「
育
児
・
介
護
等
家
族
的
責

任
を
持
つ
従
業
員
に
対
す
る
労
働
時
間
設
定

等
の
配
慮
（
特
別
休
暇
の
付
与
、
特
別
な
勤

務
時
間
の
設
定
等
）」（
三
七
・
〇
％
）
あ
る

い
は
「
育
児
・
介
護
等
家
族
的
責
任
を
持
つ

従
業
員
に
対
す
る
福
利
厚
生
面
の
配
慮
（
保

育
所
の
臨
時
開
設
、
利
用
補
助
等
）」（
一
四
・

八
％
）
に
直
面
し
た
場
合
に
、何
ら
か
の
「
対

策
を
講
じ
た
」
企
業
割
合
は
六
六
・
七
％
と

三
分
の
二
を
占
め
た
。

　

具
体
的
な
内
容
を
み
る
と
（
自
由
記
述
）、

「
育
児
・
介
護
等
の
事
由
で
配
慮
が
必
要
な

社
員
を
対
象
に
、
繰
上
げ
勤
務
（
サ
マ
ー
タ

イ
ム
）
を
適
用
除
外
に
し
、
本
来
の
所
定
労

働
時
間
で
の
勤
務
を
許
可
し
た
」（
鉄
道
）
や
、

「
製
造
ラ
イ
ン
で
特
殊
な
時
間
帯
へ
の
シ
フ

ト
を
行
わ
な
い
通
常
勤
務
ラ
イ
ン
を
設
け

た
」（
化
粧
品
）、「
一
定
要
件
の
下
で
特
別
休

暇
を
付
与
し
、
半
日
年
休
取
得
要
件
を
緩
和

し
た
」（
工
作
機
械
）
や
「
特
別
有
給
休
暇
の

取
得
要
件
を
緩
和
し
た
」（
電
機
）
と
い
っ
た

記
述
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、「
①
追
加
費
用
の
半
額
相
当
を
補
助

②
特
別
休
暇
（
一
日
単
位
ま
た
は
三
〇
分
単

位
）
を
付
与
し
た
」（
自
動
車
）
や
、「
①
事
業

所
内
に
臨
時
の
託
児
所
を
設
置
（
労
働
組
合

が
運
営
）
②
子
や
要
介
護
者
を
施
設
に
預
け

る
こ
と
等
で
発
生
す
る
費
用
を
会
社
が
一
部

負
担
」（
電
機
）、「
土
日
出
勤
と
な
っ
た
た
め

に
育
児
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
従
業
員
に
対
し
て
は
、
そ
の

費
用
を
会
社
が
補
助
」（
陶
業
）
な
ど
の
記
述

も
あ
っ
た
。

　

全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
節
電
勤
務
体
制

の
適
用
除
外
に
す
る
か
、
休
暇
を
付
与
・
配

慮
す
る
か
、
費
用
補
助
等
で
対
応
し
た
様
子

が
見
て
取
れ
る
。

節
電
対
策
中
の
人
件
費
／
六
割

で
「
横
ば
い
」

　

節
電
対
策
中
の
人
件
費
の
動
向
に
つ
い
て

は
、約
六
割
（
五
八
・
一
％
）
の
企
業
が
「
変

わ
ら
な
い
」
と
回
答
し
た
。
一
方
、「
増
加
し

た
」
企
業
は
一
六
・
三
％
で
、「
減
少
し
た
」

企
業
は
二
〇
・
九
％
だ
っ
た
（
図
４
）。

　

こ
う
し
た
結
果
に
な
っ
た
理
由
（
自
由
記

述
）
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
変
わ
ら
な
い
」

理
由
と
し
て
「
夏
休
み
期
間
を
有
効
活
用
し

た
」（
専
修
学
校
等
）
や
、「
勤
務
体
制
の
変
更

は
基
本
的
に
振
替
勤
務
・
休
日
で
行
っ
た
」

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
）、「
事
業
場
を
四
グ
ル
ー

プ
に
編
成
し
各
グ
ル
ー
プ
単
位
で
一
週
間
の

集
中
休
日
を
二
回
設
定
し
た
が
、
一
斉
休
暇

使
用
と
祝
日
・
土
曜
振
替
で
対
応
し
た
」（
電

機
）
な
ど
、
そ
も
そ
も
人
件
費
の
増
減
に
影

響
を
及
ぼ
さ
な
い
工
夫
を
行
っ
た
と
い
う
指

摘
が
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
事
務
部
門
で
は
所
定
外
就
労
を
削

減
し
て
残
業
代
が
多
少
減
っ
た
が
、
工
場
で
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図３　�労働条件等働き方の見直しに伴い「課題があっ
た」場合の具体的内容（複数回答）

図４　節電対策中の人件費の動向
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特集―ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて

は
夜
間
シ
フ
ト
を
増
や
し
た
た
め
増
加
し
、

全
社
的
に
は
大
き
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
」（
化

粧
品
）
や
、「
全
社
的
な
従
業
員
の
残
業
時
間

は
減
少
し
た
が
、
電
力
総
量
規
制
に
対
す
る

設
備
対
応
業
務
に
従
事
す
る
社
員
の
残
業
時

間
が
増
加
し
た
」（
印
刷
）
な
ど
、
総
体
と
し

て
は
結
果
的
に
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
す
る
指

摘
も
あ
る
。

　

一
方
、「
増
加
し
た
」
理
由
と
し
て
は
「
①

節
電
対
策
を
講
じ
る
手
段
を
立
案
す
る
業
務

②
輪
番
停
電
に
よ
る
生
産
ラ
イ
ン
停
止
を
回

避
す
る
た
め
の
業
務
③
夜
間
生
産
の
増
加
④

得
意
先
の
生
産
ラ
イ
ン
の
稼
働
調
整
に
よ
る

受
注
内
容
の
変
更
へ
の
対
応
等
に
伴
い
、
時

差
勤
務
手
当
や
深
夜
割
増
賃
金
が
増
大
し

た
」（
製
缶
）
と
い
っ
た
回
答
を
は
じ
め
、「
交

替
制
勤
務
手
当
が
増
加
し
た
」（
造
船
）、「
変

則
的
な
就
業
に
伴
う
手
当
等
が
増
加
し
た
」

（
電
機
）、「
振
替
手
当
の
増
加
や
託
児
費
用

の
補
助
に
よ
る
」（
自
動
車
）
―
―
な
ど
、
特

別
の
就
業
体
制
や
そ
の
支
援
に
伴
う
手
当
・

費
用
関
係
が
増
加
し
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

ま
た
、「
複
数
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
管
理
す

る
立
場
の
者
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
間
の
休
日
設

定
が
合
わ
な
い
と
結
局
、
休
日
出
勤
が
増
え

て
し
ま
い
残
業
代
が
む
し
ろ
増
加
し
た
」（
遊

技
機
器
）
や
、「
特
定
の
社
員
の
労
働
時
間
が

長
く
な
り
時
間
外
勤
務
が
発
生
し
た
」（
パ

ン
・
菓
子
）
な
ど
、
一
部
社
員
の
所
定
外
労

働
が
増
加
し
た
と
い
う
指
摘
も
み
ら
れ
る
。

　
「
減
少
し
た
」
理
由
と
し
て
は
、「
所
定
外

労
働
時
間
数
の
減
少
」（
石
油
精
製
、
ネ
ッ
ト

ビ
ジ
ネ
ス
）
効
果
を
指
摘
す
る
企
業
が
多
い
。

「
会
社
主
導
で
行
っ
た
業
務
自
体
の
効
率
化

に
加
え
、
各
従
業
員
が
従
前
以
上
に
生
産
性

を
向
上
さ
せ
た
結
果
、
所
定
外
労
働
時
間
が

減
少
し
た
」（
鉄
道
）
な
ど
、
意
図
し
て
削
減

に
努
め
た
企
業
に
加
え
、「
電
力
削
減
の
た
め

館
内
の
点
灯
時
間
に
縛
り
を
か
け
た
結
果
、

時
間
外
労
働
の
削
減
効
果
に
つ
な
が
っ
た
」

（
百
貨
店
）、「
理
論
的
に
は
横
ば
い
の
は
ず

だ
っ
た
が
、
ノ
ー
残
業
デ
ー
の
効
果
等
で
減

少
し
た
」（
工
作
機
械
）、「
ノ
ー
残
業
デ
ー
の

拡
大
に
よ
り
退
社
時
間
を
早
め
た
た
め
、
若

干
だ
が
時
間
外
手
当
が
減
少
し
た
」（
化
学
）

―
―
な
ど
と
、
思
い
が
け
ず
減
少
し
た
と
す

る
指
摘
も
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
非
正
社
員
の
労
働
時
間
の
圧
縮

（
通
常
の
八
〇
％
程
度
に
）
を
行
う
と
と
も

に
、
雇
用
調
整
助
成
金
を
活
用
し
た
」（
ホ
テ

ル
）
た
め
、
人
件
費
が
減
少
し
た
ケ
ー
ス
も

あ
っ
た
よ
う
だ
。

所
定
外
労
働
の
削
減
／
八
五
％

が
「
継
続
中
」

　

政
府
の
電
力
抑
制
規
制
の
終
了
（
九
月
九

日
へ
前
倒
し
）
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
労
働
条

件
等
働
き
方
の
見
直
し
措
置
は
ど
う
な
っ
た

の
だ
ろ
う
。「
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ
・

繰
下
げ
（
サ
マ
ー
タ
イ
ム
制
含
む
）」
や
「
一

日
の
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
」「
夜
間
・
深
夜

労
働
へ
の
シ
フ
ト
」「
在
宅
勤
務
制
の
導
入
・

適
用
拡
大
」「
交
替
制
勤
務
の
導
入
・
適
用
拡

大
」
等
に
つ
い
て
は
、
実
施
し
て
い
た
す
べ

て
の
企
業
が
「
終
了
し
た
」
と
回
答
し
た
。

一
方
、「
所
定
外
労
働
時
間
の
削
減
（
ノ
ー
残

業
デ
ー
の
拡
大
等
）」
に
つ
い
て
は
八
五
・

七
％
、「
温
度
、
湿
度
、
照
度
な
ど
職
場
の
環

境
設
定
の
変
更
」
で
は
六
四
・
九
％
の
企
業

が
「
継
続
中
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

今
冬
の
節
電
対
策
、
温
度
等
の

設
定
と
所
定
外
削
減
中
心
に

　

ま
た
今
冬
、
関
心
が
あ
る
節
電
対
策
（
図

２
参
照
）
と
し
て
は
、「
本
社
組
織
」
で
は
「
温

度
、
湿
度
、
照
度
な
ど
職
場
の
環
境
設
定
の

変
更
」（
四
七
・
二
％
）
の
ほ
か
、「
所
定
外
労

働
時
間
の
削
減
（
ノ
ー
残
業
デ
ー
の
拡
大

等
）」（
二
四
・
五
％
）
が
多
い
。

　
「
工
場
・
倉
庫
部
門
」
で
は
、「
温
度
、
湿
度
、

照
度
な
ど
職
場
の
環
境
設
定
の
変
更
」（
二

六
・
四
％
）
が
多
く
、
他
に
は
「
就
業
日
の

変
更
（
輪
番
休
業
等
で
本
来
の
所
定
労
働
日

を
平
日
か
ら
休
日
へ
移
行
等
）」
及
び
「
所

定
外
労
働
時
間
の
削
減
（
ノ
ー
残
業
デ
ー
の

拡
大
等
）」
が
同
率
の
五
・
七
％
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。

　

ま
た
、「
営
業
・
販
売
部
門
」
は
本
社
組
織

と
同
様
の
傾
向
で
、「
温
度
、
湿
度
、
照
度
な

ど
職
場
の
環
境
設
定
の
変
更
」（
三
〇
・
二
％
）

に
続
き
、「
所
定
外
労
働
時
間
の
削
減
（
ノ
ー

残
業
デ
ー
の
拡
大
等
）」
が
一
五
・
一
％
な
ど
。

総
じ
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
今
夏
の
実
施

ベ
ー
ス
と
比
較
し
て
、
節
電
対
策
を
実
施
す

る
企
業
は
減
少
す
る
見
通
し
で
、
調
査
時
点

で
判
明
し
た
限
り
に
お
い
て
、
労
働
者
の
勤

務
体
制
等
へ
の
影
響
は
限
定
的
と
言
え
そ
う

だ
。

節
電
対
策
は
「
今
後
の
働
き
方

の
見
直
し
に
寄
与
」
が
約
半
数

　

こ
う
し
た
な
か
、
今
夏
の
節
電
対
策
の
一

環
と
し
て
の
労
働
条
件
等
の
見
直
し
の
実

施
・
検
討
が
今
後
、
同
社
に
お
け
る
働
き
方

の
見
直
し
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思
う
か
尋

ね
る
と
、「
実
際
、
つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
」

が
一
八
・
六
％
、「
今
後
、
つ
な
が
っ
て
く
る

と
思
う
」
が
三
〇
・
二
％
と
合
わ
せ
て
約
半

数
で
、「
つ
な
が
る
と
は
思
わ
な
い
」（
四
四
・

二
％
）
と
拮
抗
し
た
。

　

ま
た
、
男
性
社
員
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
の
充
実
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思

う
か
に
つ
い
て
は
、「
実
際
、
つ
な
が
っ
て
き

て
い
る
」
が
四
・
七
％
、「
今
後
、
つ
な
が
っ

て
く
る
と
思
う
」
は
三
〇
・
二
％
と
合
わ
せ

て
三
分
の
一
超
で
、「
つ
な
が
る
と
は
思
わ
な

い
」
が
半
数
超
（
五
一
・
二
％
）
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
今
夏
の
節
電
対
策
の
一
環
と
し
て
、

従
業
員
の
働
き
方
の
見
直
し
や
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
あ
り
方
に
係
る
会
社
方

針
等
に
つ
い
て
は
、「
と
く
に
策
定
し
て
い
な

い
」
企
業
が
八
六
・
〇
％
と
大
勢
を
占
め
た

が
、「
策
定
し
た
」
企
業
も
一
四
・
〇
％
あ
っ

た
。

節
電
対
策
に
係
る
要
望

　

節
電
対
策
に
関
連
し
、
と
く
に
労
働
分
野

で
行
政
等
に
対
す
る
要
望
が
「
あ
る
」
企
業

は
二
四
・
五
％
だ
っ
た
。
要
望
が
「
あ
る
」

場
合
の
具
体
的
な
内
容（
複
数
回
答
）は
、「
労

働
時
間
法
制
に
関
し
て
」
と
「
労
働
時
間
管

理
の
見
直
し
手
続
き
（
労
使
協
定
、
就
業
規

則
等
）
に
関
し
て
」
が
同
率
の
四
六
・
二
％

で
多
く
、「
変
形
労
働
時
間
制
度
の
導
入
・
見

直
し
手
続
き
に
関
し
て
」
と
「
割
増
賃
金
に

関
し
て
」
が
同
率
の
二
三
・
一
％
と
な
っ
た
。

　

具
体
的
に
は
、「
当
社
は
現
行
の
就
業
規
則

の
範
囲
で
節
電
が
実
現
で
き
た
が
、
仮
に
変

更
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
な
ら
七
月
か
ら
の

対
応
は
難
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
電
力
使
用
制

限
令
の
よ
う
な
特
殊
事
情
下
で
の
手
続
き
は
、

も
う
少
し
柔
軟
で
も
良
い
の
で
は
な
い
か
」

（
化
粧
品
）と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、「
節

電
対
策
で
の
休
日
の
変
更
に
伴
う
、
フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制
に
お
け
る
時
間
外
労
働
と
な

る
時
間
の
計
算
方
法
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、

六
月
二
一
日
付
け
基
発
六
二
一
第
一
号
通
達

が
示
さ
れ
た
が
、
今
後
も
同
様
の
取
り
扱
い
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を
お
願
い
し
た
い
」（
自
動
車
）
を
は
じ
め
、

「
輪
番
停
電
等
に
よ
り
や
む
を
得
ず
生
産
が

夜
間
に
な
っ
た
場
合
の
割
増
賃
金
の
算
定
方

法
に
つ
い
て
は
一
定
の
ル
ー
ル
変
更
を
検
討

し
て
も
ら
い
た
い
」（
製
缶
）
や
「
節
電
対
応

で
シ
フ
ト
労
働
を
導
入
し
た
場
合
は
、
深
夜

労
働
時
間
に
対
す
る
割
増
率
の
適
用
緩
和
等

の
特
例
措
置
を
検
討
し
て
欲
し
い
」（
道
路
貨

物
）
―
―
と
い
っ
た
記
述
が
あ
っ
た
。

　

今
回
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ー
バ
ー
・
モ
ニ
タ
ー

調
査
で
は
、
業
種
別
団
体
主
導
の
節
電
対
策

の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
も
尋
ね
た
。
モ
ニ

タ
ー
四
八
組
織
の
う
ち
、
有
効
回
答
が
得
ら

れ
た
の
は
四
〇
組
織
（
有
効
回
答
率
八
三
・

三
％
）
だ
っ
た
。

　

集
約
結
果
を
み
る
と
、
業
界
と
し
て
今
夏
、

傘
下
企
業
の
取
り
組
み
に
係
る
何
ら
か
の
節

電
対
策
を
講
じ
た
か
に
つ
い
て
は
、「
業
界
全

体
の
一
律
の
（
協
調
的
な
）
行
動
指
針
に
な

る
よ
う
な
節
電
対
策
を
講
じ
た
」
が
一
二
・

五
％
、「
傘
下
企
業
の
自
主
的
な
取
り
組
み
目

安
と
な
る
よ
う
な
節
電
対
策
を
講
じ
た
」
が

三
〇
・
〇
％
、「
業
界
団
体
と
し
て
は
特
段
講

じ
な
か
っ
た
が
、
傘
下
企
業
に
対
し
て
（
行

政
等
の
）
情
報
提
供
は
行
っ
た
」
が
四
五
・

〇
％
、「
節
電
に
関
し
て
業
界
団
体
と
し
て
は

何
も
行
わ
な
か
っ
た
」が
一
二
・
五
％
と
な
っ

た
（
図
５
）。

勤
務
体
制
等
で
も
節
電
対
策
が

半
数

　
「
節
電
対
策
を
講
じ
た
」
場
合
（
計
四
二
・

五
％
）
の
具
体
的
な
内
容
（
複
数
回
答
）
に

つ
い
て
は
、
多
い
順
に
「
照
明
、
事
務
機
器

等
の
調
整
に
よ
る
節
電
対
策
」及
び「
空
調
・

温
度
管
理
に
よ
る
節
電
対
策
」が
七
〇
・
六
％
、

「
節
電
全
般
に
係
る
方
針
策
定
、
従
業
員
の

意
識
啓
発
等
に
よ
る
対
策
」
が
五
二
・
九
％
、

「
共
用
設
備
（
エ
レ
ベ
ー
タ
等
）
部
分
に
お

け
る
節
電
対
策
」及
び「
勤
務（
労
働
条
件
）・

管
理
体
制
等
に
関
連
す
る
節
電
対
策
」
が
四

七
・
一
％
、「
社
内
外
の
イ
ベ
ン
ト
・
会
議
等

開
催
の
自
粛
に
よ
る
節
電
対
策
」及
び「
生
産

設
備
の
効
率
向
上
等
に
よ
る
節
電
対
策
」
が

二
三
・
五
％
―
―
な
ど
と
な
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
、「
勤
務
（
労
働
条

件
）・
管
理
体
制
等
に
関
連
す
る

節
電
対
策
」
を
採
っ
た
場
合
（
四

七
・
一
％
）
の
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
っ
た
。

土
日
シ
フ
ト
や
サ
マ
ー

タ
イ
ム
制

　

自
動
車
業
界
で
は
「
平
日
の
電
力
ピ
ー
ク

を
下
げ
る
た
め
、
休
日
を
土
・
日
曜
か
ら
木
・

金
曜
に
シ
フ
ト
し
た
」（
現
在
は
終
了
・
今
冬

は
予
定
な
し
）。
同
対
策
を
講
じ
る
上
で
は
、

「
保
育
・
介
護
所
の
手
配
」
や
「
公
共
交
通

機
関
へ
の
対
応
要
請
」「
海
外
や
取
引
先
と
の

連
絡
」「
官
公
庁
関
係
業
務
へ
の
影
響
」「
従
業

員
が
子
ど
も
や
家
族
と
触
れ
合
う
機
会
の
減

少
」
―
―
等
の
課
題
に
直
面
し
た
と
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
セ
メ
ン
ト
業
界
は
「
サ
マ
ー
タ
イ

ム
制
の
導
入
や
、
間
接
部
門
で
の
夏
季
一
斉

休
業
を
実
施
し
た
」（
現
在
は
終
了
・
今
冬
は

予
定
な
し
）。
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
界
は
「
在

宅
勤
務
や
サ
マ
ー
タ
イ
ム
を
実
施
し
た
」（
現

在
は
一
時
休
止
中
・
今
冬
ま
た
復
活
予
定
）

な
ど
と
回
答
。
材
料
関
連
は
「
七
～
一
六
時

の
サ
マ
ー
タ
イ
ム
制
の
導
入
や
、
電
力
消
費

の
多
い
作
業
の
二
一
時
以
降
へ
の
振
り
替
え

等
」（
現
在
は
終
了
・
今
冬
は
予
定
な
し
）
を

あ
げ
、
電
気
関
連
は
「
休
憩
時
間
の
三
〇
分

の
後
方
シ
フ
ト
や
連
続
休
暇
取
得
の
奨
励
」

（
一
部
継
続
中
）
を
図
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

商
社
業
界
で
は
「
電
力
需
要
抑
制
に
関
す

る
基
本
方
針
」
を
掲
げ
、各
社
に
お
け
る
「
自

主
行
動
計
画
策
定
」
時
の
留
意
事
項
と
し
て

「
働
き
方
の
再
検
討
（
勤
務
時
間
、
休
暇
の

調
整
、営
業
時
間
／
日
の
短
縮
等
）」
を
促
し

た
。
会
員
企
業
で
は
こ
れ
を
基
に
、「
輪
番
休

業
（
緊
急
時
の
み
実
施
含
む
）」
や
「
時
差

出
勤
の
許
可（
部
署
毎
管
理
）」「
一
斉
休
業
」

「
ク
ー
ル
ビ
ズ
の
期
間
拡
大
」「
時
間
外
労
働

の
削
減
」「
ポ
ス
タ
ー
等
に
よ
る
職
員
の
意
識

啓
発
」
と
い
っ
た
措
置
が
採
ら
れ
た
と
い
う
。

　

一
方
、
印
刷
業
界
で
は
目
安
を
設
け
て
傘

下
の
取
り
組
み
を
促
し
た
結
果
、例
え
ば「
生

産
機
の
稼
働
時
間
を
九
～
二
一
時
は
二
分
の

一
稼
働
・
二
一
～
翌
日
七
時
は
全
設
備
稼
働

と
し
、通
常
二
直
を
三
グ
ル
ー
プ
化
」
や
「
昼

休
み
を
一
三
～
一
六
時
内
に
一
時
間
な
ど
と

分
散
化
」
し
た
り
、「
就
業
時
間
を
変
更
し
て

早
番
・
遅
番
を
設
け
た
」
り
す
る
対
応
が
採

ら
れ
た
。そ
し
て
そ
の
際
に
は
、「
超
過
勤
務
・

深
夜
労
働
の
増
加
に
伴
う
人
件
費
ア
ッ
プ
」

や
「
労
働
環
境
の
変
化
に
伴
う
従
業
員
の
体

調
」
等
の
課
題
が
浮
上
し
た
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
今
冬
の
節
電
対
策
に
つ
い

て
は
、「
予
定
が
あ
る
」
割
合
が
三
五
％
、「
予

定
は
な
い
」が
六
五
％
だ
っ
た
。
た
だ
し「
予

定
が
あ
る
」
場
合
で
も
、
行
政
等
か
ら
の
情

報
提
供
の
み
に
留
ま
る
組
織
が
多
く
な
っ
て

い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
部
長　

荻
野
登

主
任
調
査
員
補
佐　

渡
辺
木
綿
子
）

業界全体の

一律の

（協調的な）

行動指針に

なるような

節電対策を

講じた, 12.5

傘下企業の

自主的な

取組目安と

なるような

節電対策を

講じた, 30.0

（業界団体と

しては特段

講じず）傘下

企業に対し

（行政等の）

情報は提供

した, 45.0

節電に

関して業界

団体としては

何も行わな

かった, 12.5

  

︿
業
種
別
団
体
の
動
き
﹀

 

一
律
の
指
針
や
目
安
策
定
が
四
割
超

図５　節電対策への業種別団体の関与


